
課等名 契約の名称 契約年月日 契約の相手方 契約金額（円） 契約の相手方を選定した理由 適用

森林整備課
釧路団地育林事業

事業番号第101号
令和5年（2023年）5月11日

厚岸郡厚岸町山の手

2丁目22番地

厚岸木材工業協同組合

75,240,000

　造林は林木（生物）を対象として⾧期間にわたり継続的に作業を実施する事業であり、広範囲な森林内で多種多様な作業を林木の生育に最も適した時期に行わなければならない特殊性があることから、造林事業

を総合的、一体的に実施するに当たっては、林木の生育経過、現場の地理、地形、気象条件等を熟知している必要があり、かつ、道有林においては、公益性を全面的に重視し多様できめ細やかな森林施業を、自然

環境等の地域条件や森林の機能に応じて適切に実施する必要があることから、これまでの森林施業の方法を特に熟知した者に履行させる必要がある。

○地方自治法施行令第167条の2第1項(2)

地方自治法第234条第2項の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。

(2)不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札適しないものをするとき。

○北海道財務規則運用方針第3節（随意契約）関係第1項(2)

政令第167条の2（随意契約）第1項の運用は、次によるものとする。

1 第2号の「不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをすると

き。」とは次に挙げる場合をいう。ー以下、省略ー

(2)契約の目的が代替性のないものであるとき。ー(1)･(3)～(19)省略ー

○道有林野事業における北海道財務規則運用方針第3節（随意契約）第1項(2)の運用について

　道有林野における次の契約について、北海道財務規則（昭和45年規則第30号）第3節随意契約に関する運用方針第1項(二)で定める「契約の目的が代替性のないものであるとき。」を適用できるものとする。

第1 支出原因契約等

　育林事業及び治山事業に係る造林の請負契約（以下「造林契約」という。）において、広範囲にわたる施工場所の地拵、植栽、下刈、追肥、つる切、除伐、保育間伐、枝打、害虫駆除、野鼠等駆除及び作業道整

備に係る造林契約について、多様な作業内容の効率化の観点から、総合的、かつ、一体的に施工させる必要がある場合に、当該造林契約を履行できる者が他にいない者と明らかに認められるとき。ー第2省略ー

森林整備課
森林調査委託業務

業務番号第1号
令和5年（2023年）5月19日

札幌市中央区北

4条西5丁目1番地

林業会館4F

一般財団法人

北海道森林整備公社

10,230,000

　適切な森林整備を計画的に推進するためには、各事業の基礎となる調査を実施することが必要であるが、業務内容が一般的な調査業務と比較して、経験に裏付けされた専門的な知識と技術を必要とした特殊性を

有していることから、当該契約の履行要件を十分満たし、かつ確実に履行できる者は北海道森林整備公社のみである。

○地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

「不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。」

○北海道財務規則運用方針　第3節（随意契約）関係　第1項（２）

「契約の目的物が代替性のないものであるとき。」

森林整備課
釧路管理区エゾシカ囲い罠等捕獲業務

業務番号第2号
令和5年（2023年）9月14日

厚岸郡厚岸町山の手

2丁目22番地

厚岸木材工業協同組合

8,800,000

　育林事業及び治山事業に係る造林の請負契約（以下「造林契約」という。）において、広範囲にわたる施工場所の地拵、植栽、補植、下刈、追肥、つる切、除伐、保育間伐、枝打、虫害駆除、野鼠等駆除及び作

業道整備に係る造林契約について、多様な作業内容の効率化の観点から、総合的、かつ、一体的に施工される場合に、当該造林契約を履行できる者が他にいないものと明らかに認められるとき。（当該業務は、エ

ゾシカによる食害等の森林被害を防止するため、厳重な安全管理のもと、餌付けと林道等を巡回する車両の利用による効率的な管理捕獲を行うもので、森林保護に該当し、団地育林と一体を試すものである。

○地方自治法施行令第167条の2第1項(2)

地方自治法第234条第2項の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。

(2)不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札適しないものをするとき。

○北海道財務規則運用方針第3節（随意契約）関係第1項(2)

政令第167条の2（随意契約）第1項の運用は、次によるものとする。

1 第2号の「不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをすると

き」とは次に挙げる場合をいう。ー以下、省略ー

(2)契約の目的が代替性のないものであるとき。ー(1)･(3)～(19)省略ー

随意契約結果一覧


